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公 示

   道路運送法施行規則第５５条の規定により、次のとおり公示する。
　 なお、利害関係人で道路運送法第８９条第２項の規定により意見の聴取の申請をしようとするものは、同法施行規則第５７条の規定に基づく申請書をこの公示
の日から１０日以内に当局自動車交通部に提出すること。

令和５年７月３日

東北運輸局長　　田中　由紀

（公示番号第４５号）

事案の種類：一般乗用旅客自動車運送事業における運賃及び料金に関する認可申請

事 案 番 号 申 請 者 申 請 年 月 日 関 係 営 業 区 域 備 考

５旅二第
１６２０号

角館観光タクシー　株式会社
代表取締役　木下　正成

R5.6.27 別表のとおり 仙北郡

５旅二第
１６１９号

有限会社　仙秋タクシー
代表取締役　長瀬　正春

R5.6.26 別表のとおり 雄勝郡

５旅二第
１６１８号

新生タクシー　株式会社
代表取締役　長瀬　正春

R5.6.26 別表のとおり 湯沢市、雄勝郡

５旅二第
１６１７号

たかのす・ひかりタクシー　株式会社
代表取締役　岩谷　忠男

R5.6.26 別表のとおり
北秋田郡、大館市（旧北秋田郡十二所
町、長木村、上川沿村、下川沿村、仁井田

村、真中村のみ）

公    示

事 案 の 概 要

５旅二第
１６１６号

株式会社　湯沢タクシー
代表取締役　加藤　房彦

R5.6.21 別表のとおり 湯沢市、雄勝郡、平鹿郡

５旅二第
１６２１号

有限会社　末広自動車
代表取締役　田口　浩太郎

R5.6.27 別表のとおり
平鹿郡、仙北郡、雄勝郡、湯沢市、由利

郡、大曲市、横手市、本荘市
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別表

運賃及び料金の変更認可申請

・時間制運賃の加算時間の短縮

大型車 5,320円

10分まで　1,770円
20分まで  3,540円
30分まで　5,320円

（以降３０分ごと繰り返し）

普通車 3,840円

10分まで　1,280円
20分まで  2,560円
30分まで　3,840円

（以降３０分ごと繰り返し）

事 案 の 概 要

車種
運賃

初乗運賃30分 加算運賃

特定大型車 5,370円

10分まで　1,790円
20分まで  3,580円
30分まで　5,370円

（以降３０分ごと繰り返し）

行 政 処 分

◆貨物自動車運送事業者に対する行政処分等
自動車交通部自動車監査官

氏名又は名称 処　分 処分の 停　止 停　止 違　反
代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点　数

福島 一般
有限会社　松本商事

（法人番号9380002016601）
代表者松本徳夫

福島県二本松市
本社営業所

（1）乗務時間等の基準
の遵守違反
（2）点呼の実施義務違
反
（3）点呼の記録義務違
反
（4）乗務等の記録義務
違反
（5）運行記録計による記
録義務違反
（6）運行指示書の作成
義務違反
（7）運転者に対する指
導監督義務違反

R5.5.9
輸送施設の

使用停止及び
文書警告

3 70 7

青森 一般
株式会社　ｴﾑｴﾌﾉｰｽｼﾞｬﾊﾟﾝ
（法人番号3420001008906）

代表者松宮隆治

青森県弘前市
カスタマイズ事業部

陸送課営業所

（1）運転者に対する指
導監督義務違反

R5.5.10 文書警告

県別 業種
事 業 者

処 分 理 由
処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所
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青森 一般
南貨物自動車　株式会社

（法人番号5420001010018）
代表者横山博文

青森県黒石市
六戸営業所

（1）運転者等台帳の作
成義務違反
（2）運転者に対する指
導監督義務違反
（3）重傷事故を惹起した
運転者に対する指導義
務違反
（4）重傷事故を惹起した
運転者に対する適性診
断受診義務違反

R5.5.11 文書警告

青森 一般
ﾜｰｸ物流　株式会社

（法人番号1420001009732）
　代表者松本裕典

青森県弘前市
本社営業所

（1）乗務時間等の基準
の遵守違反
（2）運転者に対する指
導監督義務違反

R5.5.23
輸送施設の
使用停止

2 40 4

辞 令

令和 ５年 ６月３０日付
(国土交通省東北運輸局)

(東北運輸局長発令)

氏 名

辞　職（6月30日付） 渡 部 翔 太 福島運輸支局運輸企画専門官（輸送・監査）

以 上

発　　令　　事　　項 現　　　　　　　職

令和 ５年 ７月 １日付
(国土交通省東北運輸局)

(国土交通大臣発令)

氏 名

国土交通省大臣官房人事課付 小 林 拓 也 国土交通省東北運輸局交通政策部交通企画課長

国土交通省東北運輸局交通政策部交通企画課長 山 城 佑 太 国土交通省東北運輸局交通政策部交通企画課付

以 上

発　　令　　事　　項 現　　　　　　　職
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運 輸 局 情 報

自動車技術安全部管理課　

用

途 青森 八戸 計 山形 庄内 計 福島 いわき 計

自家用 14,386 10,611 24,997 25,705 36,641 14,407 12,918 4,361 17,279 27,194 9,636 36,830 155,859

普　通　車 事業用 4,822 3,784 8,606 9,997 19,794 6,169 5,054 1,820 6,874 13,728 4,297 18,025 69,465

計 19,208 14,395 33,603 35,702 56,435 20,576 17,972 6,181 24,153 40,922 13,933 54,855 225,324

自家用 26,800 18,579 45,379 43,737 74,925 28,631 26,771 9,037 35,808 53,778 17,870 71,648 300,128

貨 四　輪 事業用 421 268 689 535 1,106 342 310 133 443 673 180 853 3,968

計 27,221 18,847 46,068 44,272 76,031 28,973 27,081 9,170 36,251 54,451 18,050 72,501 304,096

自家用 5 2 7 7 13 4 7 0 7 11 2 13 51

三　輪 事業用 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

計 5 2 7 7 14 4 7 0 7 11 2 13 52

自家用 108 77 185 271 323 101 97 35 132 240 110 350 1,362

物 被けん引車 事業用 319 610 929 777 3,129 484 179 271 450 1,071 872 1,943 7,712

計 427 687 1,114 1,048 3,452 585 276 306 582 1,311 982 2,293 9,074

四　輪 82,984 50,725 133,709 141,953 156,498 119,480 91,285 32,287 123,572 150,761 45,271 196,032 871,244

三　輪 3 0 3 11 12 6 7 2 9 6 2 8 49

貨   物   計 129,848 84,656 214,504 222,993 292,442 169,624 136,628 47,946 184,574 247,462 78,240 325,702 1,409,839

自家用 207 143 350 372 355 227 151 130 281 222 120 342 1,927

普　通　車 事業用 692 595 1,287 998 1,889 657 340 109 449 1,078 429 1,507 6,787

乗 計 899 738 1,637 1,370 2,244 884 491 239 730 1,300 549 1,849 8,714

自家用 937 624 1,561 1,462 1,581 1,018 1,078 281 1,359 1,543 587 2,130 9,111

合 小　型　車 事業用 230 94 324 318 743 159 140 57 197 442 151 593 2,334

計 1,167 718 1,885 1,780 2,324 1,177 1,218 338 1,556 1,985 738 2,723 11,445

乗   合   計 2,066 1,456 3,522 3,150 4,568 2,061 1,709 577 2,286 3,285 1,287 4,572 20,159

自家用 109,351 79,122 188,473 204,175 410,137 154,157 144,291 42,501 186,792 288,071 95,480 383,551 1,527,285

普　通　車 事業用 423 204 627 783 924 393 271 72 343 452 109 561 3,631

乗 計 109,774 79,326 189,100 204,958 411,061 154,550 144,562 42,573 187,135 288,523 95,589 384,112 1,530,916

自家用 120,638 89,490 210,128 216,661 414,216 178,571 163,046 51,793 214,839 279,980 88,520 368,500 1,602,915

小　型　車 事業用 1,019 581 1,600 1,252 3,147 705 726 197 923 1,380 372 1,752 9,379

用 計 121,657 90,071 211,728 217,913 417,363 179,276 163,772 51,990 215,762 281,360 88,892 370,252 1,612,294

軽　四　輪　車 205,195 118,489 323,684 316,664 476,055 249,073 211,458 75,634 287,092 354,951 110,362 465,313 2,117,881

乗     用     計 436,626 287,886 724,512 739,535 1,304,479 582,899 519,792 170,197 689,989 924,834 294,843 1,219,677 5,261,091

自家用 8,086 5,168 13,254 13,028 18,388 8,815 6,575 2,346 8,921 13,979 4,786 18,765 81,171

普　通　車 事業用 3,141 2,063 5,204 3,751 6,929 1,823 1,462 760 2,222 3,340 1,178 4,518 24,447

特 計 11,227 7,231 18,458 16,779 25,317 10,638 8,037 3,106 11,143 17,319 5,964 23,283 105,618

自家用 868 514 1,382 1,926 2,711 1,383 1,208 479 1,687 2,525 902 3,427 12,516

小　型　車 事業用 86 43 129 99 213 99 80 27 107 100 24 124 771

種 計 954 557 1,511 2,025 2,924 1,482 1,288 506 1,794 2,625 926 3,551 13,287

軽　自　動　車 1,525 853 2,378 1,967 3,599 1,949 1,591 706 2,297 2,773 676 3,449 15,639

特   　種　   計 13,706 8,641 22,347 20,771 31,840 14,069 10,916 4,318 15,234 22,717 7,566 30,283 134,544

6,897 3,131 10,028 5,943 3,968 9,688 6,727 2,012 8,739 4,981 1,120 6,101 44,467

小 型 二 輪 車 8,316 5,637 13,953 16,913 38,222 11,295 11,162 3,800 14,962 26,285 7,749 34,034 129,379

軽　二　輪　車 8,527 5,426 13,953 17,696 34,330 11,738 9,933 3,646 13,579 25,923 6,620 32,543 123,839

二　輪　車　計 16,843 11,063 27,906 34,609 72,552 23,033 21,095 7,446 28,541 52,208 14,369 66,577 253,218

総   　  合 　    計 605,986 396,833 1,002,819 1,027,001 1,709,849 801,374 696,867 232,496 929,363 1,255,487 397,425 1,652,912 7,123,318

前　　　　月 両　数 -3,456 -2,717 -6,173 -5,989 -6,923 -3,777 -2,304 -1,226 -3,530 -5,709 -2,041 -7,750 -34,142

対比較増減 ％ -0.6 -0.7 -0.6 -0.6 -0.4 -0.5 -0.3 -0.5 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5

 前 年 同 月 両　数 760 835 1,595 -672 3,527 -1,687 1,081 -629 452 1,092 -1,652 -560 2,655

対比較増減 ％ 0.1 0.2 0.2 -0.1 0.2 -0.2 0.2 -0.3 0.0 0.1 -0.4 0.0 0.0

登 録 自 動 車 数 299,436 215,703 515,139 531,797 1,001,133 407,833 371,431 116,421 487,852 694,788 226,745 921,533 3,865,287

検査対象自動車数 307,752 221,340 529,092 548,710 1,039,355 419,128 382,593 120,221 502,814 721,073 234,494 955,567 3,994,666

軽 自 動 車 数 298,234 175,493 473,727 478,291 670,494 382,246 314,274 112,275 426,549 534,414 162,931 697,345 3,128,652

小
　
型
　
車

軽自動車

大　型　特　殊

二
輪
車

◆自動車保有車両数（令和５年３月末）

車    種 業態
青　　　　　　　　森

岩　手 宮　城 秋　田
山　　　　　　　　形 福　　　　　　　　島

管 内 計


